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大松山運動公園の管理運営に係る民間活力導入可能性調査業務委託仕様書 
 
 
 本仕様書は、下野市が発注する大松山運動公園の管理運営に係る民間活力導入可能

性調査業務を受託する者の業務について、必要な事項を定める。 
 
 
１ 委託業務名 

大松山運動公園の管理運営に係る民間活力導入可能性調査業務委託 
 
２ 委託業務の目的 
  本業務は、大松山運動公園のプール跡地等利活用の検討にあたり、民間活力導入

可能性調査を実施し、新機能等の導入施設の設計・整備から、同敷地内の陸上競技

場や石橋体育センター等を含めた公園全体の管理運営までの一体的なＰＦＩ的手

法導入につなげ、民間運営による管理運営費用の抑制、運動公園としての利便性向

上及び公園の一層の活性化を図ることを検討する。加えて、商店街の衰退など空洞

を化するＪＲ石橋駅西側周辺の賑わい創出するなど、公園周辺の地域への波及効果

や、グリムの館や石橋複合施設など公共施設との相乗効果を図っていくことを目的

として検討を行う。 
 

３ 委託期間 
契約締結日から令和５年３月２０日（月）まで 

 
４ 委託業務内容 
（１）基礎調査業務 

①前提条件の整理及び先行事例調査 

 本事業に関連する上位関連計画から本事業の位置付け、本事業に関連する各種

統計データ等を整理する。 

 民間活力導入による大松山運動公園の魅力向上や管理運営の効率化を図るた

め、本事業と同種・類似の事例、官民連携による整備を行った事例等について、

先行事例の調査を行う。 

 

②対象施設の維持管理・運営内容の整理 

大松山運動公園内の公園施設の概況（施設概要、利用状況、管理運営コスト、

利用料金収入等）及び維持管理・運営内容を整理する。 

 

③導入機能・規模の検討 

導入の可能性がある施設について、前項の先行事例調査等を踏まえ、導入可能

な機能・規模を整理する。 
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④事業全体の官民連携スキームの検討 

ア）官民役割分担の検討 

 本事業で提供する公共サービス等の内容を踏まえ、適切な官民役割分担及

び民間活力導入の対象範囲について検討する。 

 

イ）リスク分担案の検討 

業務内容、官民役割分担を踏まえ、民間活力の導入による事業化を前提と

した、リスク分担案を検討する。 

 

ウ）事業スキームの検討 

事業化を図るために最適な事業スキーム（施設所有・事業期間等）を検討

する。 

 

⑤民間事業者意向調査 

本事業への参画が想定される民間事業者に対して、前項までに検討した事業ス

キーム等に関する意向調査を行うことで、民間事業者の参画可能性、創意工夫の

可能性、事業採算性、事業スケジュール等、事業化検討にあたっての課題を整理

する。 

 

⑥ＶＦＭの算定 

前項までの検討結果を踏まえ、本事業を従来型で実施する場合（ＰＳＣ）と民

間活力を導入して実施する場合（ＰＰＰ－ＬＣＣ）を比較し、ＶＦＭを算定す

る。 

 

⑦官民連携事業の事業化に向けた課題の整理 

次年度以降の事業実施にあたっての課題や事業スケジュール等の検討を行う。 

 

⑧報告書の作成 

前項までの検討結果を踏まえ、報告書としてとりまとめを行う。 

 

（２）庁内検討委員会等の運営支援 

 次の会議等について、会議資料及び議事録等の作成による運営支援を行う。 

 庁内検討委員会 
下野市スポーツ推進審議会 

（外部委員会） 

開催回数 ２回程度 ２回程度 

 

（３）周辺住民・商工会の意見把握 

 市民意見を調査するため、過年度に実施したアンケート調査結果、ワークショ

ップ等を集計・分析し市民意向を把握する。 
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（４）報告書の作成 

   前項までの検討結果を踏まえ、報告書のとりまとめを行う。 

 

（５）打合せ協議 

打合せ協議は、着手時（１回）、中間時（２回）、完了時（１回）実施するこ

ととし、打合せ協議後は、速やかに議事録を作成し、提出する。 

 

５ 成果品及び納期限 

（１）成果品 調査報告書 Ａ４版 

確認用簡易印刷版５部、電子媒体１部 

   納期限 令和５年３月２０日（月） 

（２）成果品 概要版 Ａ３版 

確認用簡易印刷版５部、電子媒体１部 

   納期限 令和５年３月２０日（月） 

 

６ 業務実施上の条件 

（１）検討に必要な資料は貸与する。 

（２）外部委員会開催時の委員報酬及び開催に要する経費は下野市が負担する。 

（３）外部委員会、議会、公表対応等において、受託者は下野市の指示に従い、必要

に応じて支援を行う。 

 
７ 業務完了報告書の提出 

受託者は、事業完了後速やかに「業務完了報告書」を作成し、下野市に提出するも

のとする。 
 
８ 委託料の支払 

委託料の支払は、原則として業務完了検査後、精算払とする。 
 

９ その他 
 この仕様書に定めのない事項及び疑義がある場合は、双方の協議のうえ定めるもの

とする。 
 この仕様書に定めのない事項であっても、委託者が必要と認める簡易な指示事項に

ついては、契約金額の範囲内で実施するものとする。 
 成果品として納入されるものの著作権は、全て下野市に帰属するものとする。 


